
その他に入学祝金、死亡弔慰金、災害見舞金、退職慰労金などの給付があります。
　※なお、給付の内容等につきましては高知県教職員互助会のホームページをご覧ください。

URL.https://www.kokyogo.jp/

給付の請求期限について

給付の請求期限は、事実の発生した日の翌日から3年以内です。
※　会員資格を取得した日以降に給付事由が発生した場合に給付対象とな
りますので、採用前や知事部局、国、市町村等に出向されている間に給
付事由が発生した場合は給付対象となりません。

出産祝金

傷病見舞金 銀婚祝金

結婚祝金

令和６年度

会員が結婚したとき。
（退職後6ヶ月以内の結婚を含む。）

会員が結婚25周年を迎えたとき。会員が公務外の傷病で休職し、
給料が減額又は無給となったとき。

会員または会員の妻が出産したとき。

【このページについてのお問い合わせ】教職員互助会　☎ 088-821-4917【このページについてのお問い合わせ】教職員互助会　☎ 088-821-4917

日本の動物園ではお風呂に入る姿が人気のカピバラ。のほほんとしたイメージがあるが
なんと時速50kmで走ることができる。
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定年年齢の引き上げに伴う退職互助部制度の変更について
１．制度変更の内容（令和６年４月1日施行）
① 加入年齢及び掛金について

　加入年齢は36歳で変更しないこととし、※若年者加算金の基準年齢を下記③のとおり段階的に
引上げることとしました。
※若年者加算金とは
　　退職互助部の掛金は、主に特別会員及び届出配偶者に対する医療費補助金・配偶者医療費補助金を、定年退職
　から70歳に達するまでの10年間給付することを想定したものですので、定年前に退職された場合は、給付を受け
　る期間が10年を上回るため、その上回る期間分の給付に充てるためのものです。

２．制度変更の概略図（定年退職の場合）
① 現行制度

② 制度変更後（R7.3.31以降の退職者）

② 給付について
　医療費補助金・配偶者医療費補助金の受給期間を、定年年齢の引き上げに合わせて、給付対象受診
月の上限を下記③のとおり段階的に引き上げることとしました。
　また、入院見舞金の対象年齢についても、下記③のとおり段階的に引き上げることとしました。

　加入年齢変更無し、医療給付受給期間満了及び入院見舞金の対象年齢を定年年齢に応じて71歳～
75歳まで段階的に引き上げ

③ 制度変更内容一覧

令和13年4月1日
令和15年3月31日
令和15年4月1日

令和11年3月30日
令和11年3月31日
令和13年3月30日

74歳～

75歳～ ※75歳の誕生日から後期
   高齢者医療制度に移行

令和13年3月31日

入院見舞金
の対象年齢

71歳～

72歳～

73歳～

備　　　考

63歳

退　職　日
特別会員資格取得日

～ 令和9年3月30日
令和9年3月31日

定年
年齢

令和7年3月31日
令和7年4月1日
令和9年3月31日

61歳

62歳 ～

～

～

～

64歳

65歳

令和9年4月1日
令和11年3月31日
令和11年4月1日

71歳を迎える月まで

72歳を迎える月まで

73歳を迎える月まで令和13年3月31日
令和15年3月30日
令和15年3月31日 74歳を迎える月まで

※75歳を迎える前日まで

61歳

62歳

63歳

64歳

65歳

若年者加算金
の基準年齢

加入年齢到達・採用・転入等

8 医療費補助金・配偶者医
療費補助金受給期間×３００回）

1,000
給料から毎月掛金控除（給料の月額× 長寿祝金、入院見舞金（70歳以上）、旅行

補助等の事業対象期間

現職会員加入（36歳に達する年度の4月１日）特別会員資格取得(60歳) 医療給付受給期間満了(70歳)

退職

※ 300回未満
の場合は控除
継続

長寿祝金、入院見舞金（71
歳～75歳以上）、旅行補助
等の事業対象期間

60歳加入年齢到達・採用・転入等

×３００回）1,000

掛金控除停止
給料から毎月掛金控除（給料の月額× 8 医療費補助金・配偶者医

療費補助金受給期間

退職

現職会員加入（36歳に達する年度の4月１日） 特別会員資格取得(61歳→65歳) 医療給付受給期間満了(71歳→75歳)

医療費・配偶者医療費補助
金給付対象受診月の上限 

退職互助部制度のご案内
　互助会では、退職後の医療給付を始め、各種の福利厚生事業を実施する「退職互助部制度」を設けて
います。
　退職互助部制度に加入されると、退職後も引き続き給付事業や厚生事業を受けることができます。
　この機会に、退職互助部制度への加入について是非ご検討ください。
　また、既に加入いただいている方（現職会員）については、退職後に特別会員となられることをおす
すめします。

・35歳になった翌年度の４月１日に退職互助
部の現職会員に加入することができます。

・該当の方には３月頃に事務局からお知らせ
しますので、この機会を逃さずにご加入く
ださい。   

・退職された日の翌日に特別会員の資格を取
得します。

・配偶者の方も「届出配偶者」の資格を取得

・資格取得手続きについては互助会ホームペ
　ージをご覧ください。

できます。

～今年度35歳の皆様へ～ ～現職会員の皆様へ～ 

《退職互助部制度のイメージ図》
35歳になった
翌年度の４月１日 61歳60歳 生涯現職会員 特別会員

現職会員
資格取得

退職時に特別会員の
資格取得手続　　　

掛金＝給料の月額×8／1,000×25年間 
掛金は毎月の給与から控除されます。300
回で完納となり、300回に達すると掛金の
控除を停止します。）※育児休業等で、300
回に達していない場合は60歳以降も300
回に達するまで、掛金の控除を継続します。

・給付事業・厚生事業　等　　
（医療給付は71歳になるまで）

掛金の
控除停止

※１．掛金率8／1,000は、退職後のご夫婦の医療給付を想定したものです。（単身の方には特別会員になる時に
　　　配偶者の掛金率に相当する額をお返しします）
※２．退職時に45歳以上であれば特別会員になります。現職会員期間が25年未満の場合は掛金の不足分を納入い
　　　ただきます。
※３．退職して特別会員にならない場合は、納入された掛金相当額をお返しいたします。

《医療費の補助が受けられます》

・在職中は、共済組合と一般互助部からの給付により医療費の自己負担が軽減されています。
・退職後はこれらの給付は受けられなくなりますが、退職互助部に加入していれば、引き続き71歳になる
まで医療費の自己負担額を軽減することができます。

・退職後に日本国内の健康保険制度であれば、どんな健康保険に加入しても自己負担分が給付対象となりま
す。また、公立学校共済組合高知支部の組合員またはその被扶養者及び高知県内の市町村で国民健康保険
に加入した場合は、自動給付となりますので、請求書を提出せずに給付を受けることができます。

《退職後に受けることができる主な事業は・・・》

医療費補助金・配偶者医療費補助金（71歳になるまで医療費の負担が軽減されます）、長寿祝金、弔慰金、
入院見舞金、旅行補助、指定宿泊施設利用補助、サークル活動助成

【このページについてのお問い合わせ】教職員互助会　☎ 088-821-4917【このページについてのお問い合わせ】教職員互助会　☎ 088-821-4917
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ストレスとつきあう
　ストレス社会ともいわれる現代、仕事のこと、家庭のこと、健康に対する悩みや不安など、私たちの周りには「ストレス」がた
くさんあります。また、近年では SNSをはじめとした情報化や新型コロナウイルス感染症の蔓延など、日常生活の変化を余儀
なくされる状況にありました。
　マイナスのイメージがある「ストレス」ですが、実は暑さや寒さ、騒音など、当たり前に生じる生活環境の変化すべてを含ん
でいます。暑いときに汗をかく、緊張したときに脈が速くなるなど、私たちの心身は変化に対応するためにいろいろな反応をし
ます。 このような環境の変化（ストレスの元）を「ストレッサー」、心身の反応を「ストレス反応」といいます。
　ストレス反応は身体や心、行動に生じます（表１）。ストレス反応はストレッサーに対応するための一時的な反応であり、スト
レッサーが改善するとストレス反応もおさまります。ただし、ストレッサーが強かったり、小さなストレッサーでも継続したりする
と交感神経が優位な状態が続いてしまい、ストレス反応も慢性化したり悪化したりすることがあります。
　またストレス反応は、ストレッサーの性質や強度だけで決まるわけではありません。同じ出来事を経験しても（例えば「昇進し
た」としましょう）、プレッシャーと感じて緊張感が高まる人もいれば、挑戦できる、面白いと感じ生き生きする人もいるでしょ
う。受け止め方や対処の仕方、性格などの個人差により変わってきます。ここではストレスとのつきあい方を考える上で、コー
ピングとソーシャルサポートについてお話しします。

だし、問題によっては解決に時間がかかることもありますし、問題に向き合うため、ストレス反応も一時的に大きくなる可能性
があります。情動焦点型コーピングは精神的安定をもたらしますが、問題解決のための行動が遅れるとストレス状況を深刻化
させてしまうことがあります。
　大事なのは、一つのコーピングに偏るのではなく、いろいろな種類の解決法を見つけて、その時の自分の状況に合わせて、
無理をせずできそうなことを考えてみることだと思います。そのために、いろいろな解決法を一度書き出してみることをおすす
めします。できるだけ小さな目標を、具体的に、とてもできそうにないと思えることでもとりあえず書いてみましょう。
　また、自分だけで解決する方法だけでなく、人を頼る方法もＯＫとしましょう。書き出すときは質より量が重要です。また、実際
に実行しなかったとしてもまったく問題ありません。いろいろな可能性が見えてくると、それだけで気持ちが楽になることもあり
ます。

公立学校共済組合四国中央病院
主任心理療法士

宮﨑　芙美

　親しい人との別れなどを経験したとき、一人で乗り越える
より人の支えがあったほうが、ストレッサーの影響が弱まり、

耐性度が高くなります。社会的支援であるソーシャルサポートを多く持っている人がストレスに関連した病気にかかりにく
く、長生きするともいわれます。一方で、よい人間関係は資源となりますが、人間関係がきっかけでうつや不安になることも
あります。
　この場合も、ストレスになっている人間関係や助けとなる人間関係を書き出してみる方法があります。今現在の関係から
改善が見込めそうか、そのためにどういう努力を続けられそうか、改善が見込めそうになければ距離を置くほうがよいのか
など、整理してみます。人は人とのかかわりをなくして生きていけません。よいソーシャルサポートを確保できるようにしたい
ものです。

本コラムは、四国中央病院広報誌『しこく』（2024 年 3 月 第 79 号）に掲載した内容を一部加筆・修正して掲載しております。

ストレスとソーシャルサポート

身体的反応

動悸、発熱、便秘や

下痢、頭痛、肩こり、

疲労感 など

心理的反応

不安、怒り、イライラ、

気分の落ち込み、

集中困難など

行動的反応

怒りの爆発、攻撃的
行動、過激な行動、
孤立、拒食・過食、
ストレス場面からの
回避行動 など

表１  さまざまなストレス反応の例

〒 799-0193
愛媛県四国中央市川之江町 2233番地

四国中央病院では、公立学校共済組合の直営病院として、組合員の皆さまの健康に寄与するため、主に以下の4つの事業
を行っております。
①メンタルヘルス相談（対面相談・オンライン相談）
②職場復帰支援プログラム（心の健康問題で病休・休職中の方が対象）
③メンタルヘルスチェック事業（人間ドックのご利用者が対象）
④講師派遣事業（コーピングやセルフケア等に関する内容の講座やワーク、個別相談など）
※①・②については右のQRコードをご覧ください。
※④では、各種研修会において実施することも可能です。講師派遣の申込みは支部で受付を行っておりますので、
　公立学校共済組合高知支部までお気軽にお問い合わせ下さい。

　ストレッサーが生じたとき、私たちはその苦痛をどうにかしようとします。その過程を
「コーピング（対処）」といいます。古くは、コーピングには２種類あるとされていました。「問
題焦点型コーピング」と「情動焦点型コーピング」です。問題焦点型コーピングとは、問題

を直接解決するために行われる方法です。一方、情動焦点型コーピングは問題そのものを解決するわけではなく、状況の意味
を変えたり、精神的に安定を保ったりする方法です（表２）。
　問題焦点型コーピングを用いる人は抑うつ症状を起こしにくく、精神的健康を維持しやすいとされています。た

コーピングとは

問題焦点型コーピングの例

・ トラブル対処のために状況を調べ直す
・ 一時的に代わりの方法を用いてその場を乗り切る
・ 問題解決法をいくつも考えてみる
・ 新たな対処法を勉強する
・ 専門家に相談する

・ 問題のプラス面を考えてみる
 （「これは自分が成長できるチャンスだ」など）
・ 一度問題から離れる
・ 趣味に没頭する
・ 体を動かして気分転換する
・ 相談して共感してもらう

情動焦点型コーピングの例

表2   問題焦点型コーピングと情動焦点型コーピング

① メンタルヘルス
　 相談

② 職場復帰支援
　 プログラム
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・ 一度問題から離れる
・ 趣味に没頭する
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≪養育特例のイメージ≫

申し出

（補足）１．対象期間中に低下した標準報酬月額を養育前の標準報酬月額として年金額を算定します。
　　　　２．特例制度の適用による追加の掛金負担は生じません。
　　　　３．育児休業、産前産後休業などの掛金免除期間中は特例制度の適用を受けられません。
　　　　４．子の被扶養者認定に関わらず、父母のどちらにも適用されます。
　　　　５．申し出は、当支部のホームページから様式をダウンロードし、所定の書類を添えて提出してください。

３歳未満養育特例制度をご存じですか
●３歳未満養育特例制度とは
　３歳未満の子の養育期間中に標準報酬月額が子を養育する前と比べて低くなったとき、養育前の高い標準報
酬月額により将来受け取る年金額を算定する制度です。
　適用を受けるためには、組合員本人からの申し出が必要となります。

手当の変動、部分休業などによる標準報酬の低下
各月の標準報酬月額の記録

標
準
報
酬

 養育する前の月
（出生日の前月）

 養育を終了した前月
（３歳の誕生日の前月）

対象期間

申し出により、対象期間のうち養育前の標準報酬月額を
下回る期間について適用されます。

標
準
報
酬

 養育する前の月
（出生日の前月）

 養育を終了した前月
（３歳の誕生日の前月）

対象期間

　共済組合の掛金（保険料）や給付の算定の基礎となる標準報酬月額（等級）は、毎年１回行う定時決定のほか、
資格取得時決定、随時改定、育児休業等終了時改定などにより見直し（決定・改定）されます。今回は、その中の
「育児休業等終了時改定」について説明します。

知っておきたい標準報酬制

育児休業等終了時改定
　育児休業等（育児休業及び育児休業に準ずる休業）を終了した後、育児短時間勤務や育児部分休業の取得により
報酬が低下した場合など、復帰後に受け取る報酬月額と標準報酬月額がかけ離れた額になることがあります。この
ような場合、育児休業等を終了したときに申出をすることにより、標準報酬を改定できます。（※１）この改定を
「育児休業等終了時改定」といいます。決定した標準報酬は、次の定時決定までの間の標準報酬となります。
※１　申出をしない場合でも、固定的給与に変動があり要件を満たしたときは「随時改定」が行われます。随時改定については、
福利高知第１３７号（令和６年７月２６日発行）をご覧ください。

●対象となる方
　　次の２つの要件を満たした方が「育児休業等終了時改定」の対象となります。
　　①育児休業等を終了した日において、当該育児休業等に係る３歳未満の子を養育する方（※２）
　　②共済組合に申出（※３）を行った方
※２　育児休業等を終了した日の翌日に産前産後休業を開始している方を除きます。
※３　申出は、共済組合へ「標準報酬育児休業等終了時改定申出書」を提出することにより行います。

●算定方法
　育児休業等を終了した日の翌日が含まれる月以後の３か月間（※４）に受けた報酬の平均額を「報酬月
額」として「標準報酬等級表」に当てはめて、標準報酬を算定します。算定した標準報酬と従前の標準報酬
とを比較して１等級以上の差があれば、標準報酬を改定します。
※４　支払基礎日数が１７日未満である月は除きます。３か月とも支払基礎日数が１７日未満であるときは、育児休業等終了時
改定は行いません。

「随時改定」は標準報酬の等級に２等級以上の差があるときに標準報酬の改定を行いますが、
「育児休業等終了時改定」は１等級以上の差があれば標準報酬の改定を行います。ポイント

定時決定に関するＱ＆Ａ

Q

　業務の性質上、４月から６月までが繁忙期（又は閑散期）にあたり、通常の決定方法では著しく不
当となるときは、申立により（注）、前年７月から当年６月までの報酬の月平均額報酬額（以下「年
間報酬の平均」といいます。）により標準報酬を決定することができます。この決定を行うためには、
次の要件をすべて満たしていることが必要です。
●４月から６月までの報酬を基に算定した標準報酬と、年間報酬の平均によって算定した標準報酬と
　の間に、２等級以上の差があること。
●２等級以上の差が、業務の性質上、例年発生することが見込まれること。
●年間報酬の平均で標準報酬を算定することについて、組合員が所属する所属所長の申立及び組合員
　本人の同意（注）があること。
注：所属所長の「申立書」及び組合員の「同意書」を共済組合に提出することにより行います。

A

　様式（第1-３号及び第1-４号）は  公立学校共済組合高知支部ＨＰトップページ  →  各種様式
ダウンロードコーナー  からダウンロードすることができます。

４月から６月までは、例年業務量が多く、他の期間に比べて報酬の額が多くなっています。こ
の場合であっても、４月から６月までの報酬により標準報酬を決定することになりますか？

【標準報酬制についてのお問い合わせ】共済組合福利班　☎ 088-821-4755【養育特例制度についてのお問い合わせ】共済組合共済班　☎ 088-821-4813

「干支」は十二支（じゅうにし）と十干（じっかん）を組み合わせたもので、全部で６０通りある。
生まれた年の干支が６０年で一巡して還ることから「還暦」という。

雑学コーナー
還暦令和6年11月
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各月の標準報酬月額の記録

標
準
報
酬

 養育する前の月
（出生日の前月）

 養育を終了した前月
（３歳の誕生日の前月）

対象期間

申し出により、対象期間のうち養育前の標準報酬月額を
下回る期間について適用されます。

標
準
報
酬

 養育する前の月
（出生日の前月）

 養育を終了した前月
（３歳の誕生日の前月）

対象期間

　共済組合の掛金（保険料）や給付の算定の基礎となる標準報酬月額（等級）は、毎年１回行う定時決定のほか、
資格取得時決定、随時改定、育児休業等終了時改定などにより見直し（決定・改定）されます。今回は、その中の
「育児休業等終了時改定」について説明します。

知っておきたい標準報酬制

育児休業等終了時改定
　育児休業等（育児休業及び育児休業に準ずる休業）を終了した後、育児短時間勤務や育児部分休業の取得により
報酬が低下した場合など、復帰後に受け取る報酬月額と標準報酬月額がかけ離れた額になることがあります。この
ような場合、育児休業等を終了したときに申出をすることにより、標準報酬を改定できます。（※１）この改定を
「育児休業等終了時改定」といいます。決定した標準報酬は、次の定時決定までの間の標準報酬となります。
※１　申出をしない場合でも、固定的給与に変動があり要件を満たしたときは「随時改定」が行われます。随時改定については、
福利高知第１３７号（令和６年７月２６日発行）をご覧ください。

●対象となる方
　　次の２つの要件を満たした方が「育児休業等終了時改定」の対象となります。
　　①育児休業等を終了した日において、当該育児休業等に係る３歳未満の子を養育する方（※２）
　　②共済組合に申出（※３）を行った方
※２　育児休業等を終了した日の翌日に産前産後休業を開始している方を除きます。
※３　申出は、共済組合へ「標準報酬育児休業等終了時改定申出書」を提出することにより行います。

●算定方法
　育児休業等を終了した日の翌日が含まれる月以後の３か月間（※４）に受けた報酬の平均額を「報酬月
額」として「標準報酬等級表」に当てはめて、標準報酬を算定します。算定した標準報酬と従前の標準報酬
とを比較して１等級以上の差があれば、標準報酬を改定します。
※４　支払基礎日数が１７日未満である月は除きます。３か月とも支払基礎日数が１７日未満であるときは、育児休業等終了時
改定は行いません。

「随時改定」は標準報酬の等級に２等級以上の差があるときに標準報酬の改定を行いますが、
「育児休業等終了時改定」は１等級以上の差があれば標準報酬の改定を行います。ポイント

定時決定に関するＱ＆Ａ

Q

　業務の性質上、４月から６月までが繁忙期（又は閑散期）にあたり、通常の決定方法では著しく不
当となるときは、申立により（注）、前年７月から当年６月までの報酬の月平均額報酬額（以下「年
間報酬の平均」といいます。）により標準報酬を決定することができます。この決定を行うためには、
次の要件をすべて満たしていることが必要です。
●４月から６月までの報酬を基に算定した標準報酬と、年間報酬の平均によって算定した標準報酬と
　の間に、２等級以上の差があること。
●２等級以上の差が、業務の性質上、例年発生することが見込まれること。
●年間報酬の平均で標準報酬を算定することについて、組合員が所属する所属所長の申立及び組合員
　本人の同意（注）があること。
注：所属所長の「申立書」及び組合員の「同意書」を共済組合に提出することにより行います。

A

　様式（第1-３号及び第1-４号）は  公立学校共済組合高知支部ＨＰトップページ  →  各種様式
ダウンロードコーナー  からダウンロードすることができます。

４月から６月までは、例年業務量が多く、他の期間に比べて報酬の額が多くなっています。こ
の場合であっても、４月から６月までの報酬により標準報酬を決定することになりますか？

【標準報酬制についてのお問い合わせ】共済組合福利班　☎ 088-821-4755【養育特例制度についてのお問い合わせ】共済組合共済班　☎ 088-821-4813

「干支」は十二支（じゅうにし）と十干（じっかん）を組み合わせたもので、全部で６０通りある。
生まれた年の干支が６０年で一巡して還ることから「還暦」という。

雑学コーナー
還暦令和6年11月
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令和6年11月
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【このページについてのお問い合わせ】共済組合共済班　☎ 088-821-4813【利用券・宿泊施設利用補助についてのお問い合わせ】共済組合福利班　☎ 088-821-4755
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高知会館で使える補助券のご案内

利用券

高知宿泊所「高知会館」の利用料に対して補助を行っています。

＜補助の対象となる利用料＞

高知市本町５－６－４２
電話：088-823-7123

　高知会館を組合員が利用したときに、利用料1,000円につき500円を補助します。利用１回当たりの補助金額
は2,000円まで、年度内に3,000円まで補助します。

宿泊施設利用補助
　高知会館を公務外で組合員・被扶養者が宿泊利用される際に、１人
１泊につき2,500円を補助します。利用回数は、組合員と被扶養者の
利用回数を合わせて年度内に１２回までです。

〇食事（レストラン・宴会・テイクアウト商品）
〇会議室（慶弔利用等のプライベートでの利用に限ります。）

＜利用方法＞
高知会館を利用される際にフロントで組合員証を提示してください。
その場で「利用券」を発券します。
（ 組合員証を所持していない場合は利用できません ）
（ 宴会等での団体利用専用の様式を高知支部ＨＰからダウンロードすることができます）

＜利用方法＞
　宿泊料金を支払う際に高知会館のフロントで宿泊補助を受けられる
方全員の組合員証・被扶養者証を提示してください。
その場で「補助券」を発券します。
（ 組合員証・被扶養者証を所持していない場合は利用できません ）
（ 組合員本人及び所属所長の証明印は必要ありません ）

利用１回当たりの補助額は、
2,000円までとなります。

利用回数に上限を設けています。
組合員と被扶養者合わせて
年度内に１２回（泊）まで

となります。

～高知支部で保有する個人情報の取扱いについて～
　「公立学校共済組合個人情報保護方針」、「公立学校共済組合個人情報保護規程」、「公立学校共済組合高知支部
で保有する個人情報の取扱いに関する細則」に基づき、組合員等の個人情報を適正に取扱います。

　高知支部が組合員の方などから取得した次に記載の組合員及び被扶養者の皆様の個人情報は、共済組
合事業（短期給付事業・長期給付事業・福祉事業）のために使用します。主な利用目的は次のとおりです。

個人情報の利用目的について

●組合員からの届出・申告等による組合員及び被扶養者の方の氏名、性別、生年月日、住所等の個人情報
●医療機関等から提供されたレセプト（診療報酬明細書等）による給付情報
●人間ドックや定期健康診断、特定健康診査受診による健診結果情報

取得した個人情報

●組合員の資格関係（組合員の資格取得・喪失の確認及び被扶養者の認定・取消、組合員証等の発行等）
●短期給付関係（短期給付事業実施、医療機関等に対する診療報酬の支払い、ジェネリック医薬品軽減額
　　　　　　　  通知等）
●長期給付事業（年金決定・改定請求手続き、待機者登録手続き、基礎年金番号管理等）
●福祉事業関係（人間ドック等検診事業実施、特定健康診査・特定保健指導事業実施、厚生事業のアウト
　　　　　　　 ソーシング実施等）
●貸付事業（貸付事業の実施）
●共済掛金等の徴収、還付等

利用目的

●人間ドック事業（人間ドック申込データを委託会社へ提供。受診者の氏名・性別・生年月日等を検診機
　　　　　　　　  関へ提供）
●特定健康診査（健診結果個別通知や受診勧奨通知を行うため、氏名・性別・健診結果等を委託会社へ提供）
●特定保健指導（特定保健指導の受診勧奨・実施のため、氏名・性別・健診結果等を委託会社へ提供）
●福利厚生代行事業（会員情報の管理のため、氏名・性別・生年月日等を委託会社へ提供）
●組合員の資格関係（組合員証・現況表等の発送のため、氏名・性別・生年月日等を委託会社へ提供）
　※　委託業者への個人情報の提供は第三者提供に該当しないため、高知支部が行う個人情報の利用範囲に含まれます。

委託事業

　（一財）高知県教職員互助会及び高知市職員厚生会に対して、互助団体の会員である組合員及び被扶養者に対
する当該互助団体の医療給付等の給付金等事業を実施するため、組合員及び被扶養者の方の氏名、性別、生年月
日等の個人情報やレセプト情報、医療費等の給付情報を提供しています。
　※　互助団体への個人情報の提供については、ご本人の申し出により停止することができます。
　また、( 一財 ) 高知県教職員互助会及び（一財）高知県市町村職員互助会並びに高知市職員厚生会に対して、人
間ドック事業に対する補助金請求事務のため、人間ドック受診者の氏名、性別、生年月日等の個人情報を提供し
ます。

個人情報の互助団体への提供について
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高知会館で使える補助券のご案内

利用券

高知宿泊所「高知会館」の利用料に対して補助を行っています。

＜補助の対象となる利用料＞

高知市本町５－６－４２
電話：088-823-7123

　高知会館を組合員が利用したときに、利用料1,000円につき500円を補助します。利用１回当たりの補助金額
は2,000円まで、年度内に3,000円まで補助します。

宿泊施設利用補助
　高知会館を公務外で組合員・被扶養者が宿泊利用される際に、１人
１泊につき2,500円を補助します。利用回数は、組合員と被扶養者の
利用回数を合わせて年度内に１２回までです。

〇食事（レストラン・宴会・テイクアウト商品）
〇会議室（慶弔利用等のプライベートでの利用に限ります。）

＜利用方法＞
高知会館を利用される際にフロントで組合員証を提示してください。
その場で「利用券」を発券します。
（ 組合員証を所持していない場合は利用できません ）
（ 宴会等での団体利用専用の様式を高知支部ＨＰからダウンロードすることができます）

＜利用方法＞
　宿泊料金を支払う際に高知会館のフロントで宿泊補助を受けられる
方全員の組合員証・被扶養者証を提示してください。
その場で「補助券」を発券します。
（ 組合員証・被扶養者証を所持していない場合は利用できません ）
（ 組合員本人及び所属所長の証明印は必要ありません ）

利用１回当たりの補助額は、
2,000円までとなります。

利用回数に上限を設けています。
組合員と被扶養者合わせて
年度内に１２回（泊）まで

となります。

～高知支部で保有する個人情報の取扱いについて～
　「公立学校共済組合個人情報保護方針」、「公立学校共済組合個人情報保護規程」、「公立学校共済組合高知支部
で保有する個人情報の取扱いに関する細則」に基づき、組合員等の個人情報を適正に取扱います。

　高知支部が組合員の方などから取得した次に記載の組合員及び被扶養者の皆様の個人情報は、共済組
合事業（短期給付事業・長期給付事業・福祉事業）のために使用します。主な利用目的は次のとおりです。

個人情報の利用目的について

●組合員からの届出・申告等による組合員及び被扶養者の方の氏名、性別、生年月日、住所等の個人情報
●医療機関等から提供されたレセプト（診療報酬明細書等）による給付情報
●人間ドックや定期健康診断、特定健康診査受診による健診結果情報

取得した個人情報

●組合員の資格関係（組合員の資格取得・喪失の確認及び被扶養者の認定・取消、組合員証等の発行等）
●短期給付関係（短期給付事業実施、医療機関等に対する診療報酬の支払い、ジェネリック医薬品軽減額
　　　　　　　  通知等）
●長期給付事業（年金決定・改定請求手続き、待機者登録手続き、基礎年金番号管理等）
●福祉事業関係（人間ドック等検診事業実施、特定健康診査・特定保健指導事業実施、厚生事業のアウト
　　　　　　　 ソーシング実施等）
●貸付事業（貸付事業の実施）
●共済掛金等の徴収、還付等

利用目的

●人間ドック事業（人間ドック申込データを委託会社へ提供。受診者の氏名・性別・生年月日等を検診機
　　　　　　　　  関へ提供）
●特定健康診査（健診結果個別通知や受診勧奨通知を行うため、氏名・性別・健診結果等を委託会社へ提供）
●特定保健指導（特定保健指導の受診勧奨・実施のため、氏名・性別・健診結果等を委託会社へ提供）
●福利厚生代行事業（会員情報の管理のため、氏名・性別・生年月日等を委託会社へ提供）
●組合員の資格関係（組合員証・現況表等の発送のため、氏名・性別・生年月日等を委託会社へ提供）
　※　委託業者への個人情報の提供は第三者提供に該当しないため、高知支部が行う個人情報の利用範囲に含まれます。

委託事業

　（一財）高知県教職員互助会及び高知市職員厚生会に対して、互助団体の会員である組合員及び被扶養者に対
する当該互助団体の医療給付等の給付金等事業を実施するため、組合員及び被扶養者の方の氏名、性別、生年月
日等の個人情報やレセプト情報、医療費等の給付情報を提供しています。
　※　互助団体への個人情報の提供については、ご本人の申し出により停止することができます。
　また、( 一財 ) 高知県教職員互助会及び（一財）高知県市町村職員互助会並びに高知市職員厚生会に対して、人
間ドック事業に対する補助金請求事務のため、人間ドック受診者の氏名、性別、生年月日等の個人情報を提供し
ます。

個人情報の互助団体への提供について



「リンゴ」
　発明王エジソンが、「１+１」と聞かれて答えること
ができず、小学校低学年で落第したという有名な逸
話がある。泥んこの玉を２つくっつければ、ちょっと
大きい１つの玉になる。
　物事を追求していけば、いろんな難題にぶつかる
はずなのに、ひとつの正解を求められる。現在の入
学試験でも、正解を選んだり、知識を試される内容
のものがまだまだ多い。一方で、社会に出ると、「そ
んな教科書通りのことなんてないよ」とたしなめら
れる。そうした矛盾した社会で生きていくのはとても
難しい。イギリスの新50ポンド紙幣に肖像が使われ
ているアラン・チューリングは、現在のコンピュータ
ーを生み出した偉人の一人として認められている人
物で、ナチスドイツの暗号を解読し、戦争終結に導
いた陰の功労者としても知られている。彼は小さい

頃からコミュニケーションが苦手で、こだわりが強
く、変わり者故に学校でいじめられていたこと、同性
愛者であることで犯罪者として処罰されたことなど
が、映画「イミテーション・ゲーム」の中に巧みな脚
色で描かれている。人と違うことは決して悪いことで
もダメなことでもないのだと。しかしながら、現実に
は、彼は41歳の若さで自らの命を絶っている。その
傍らには青酸化合物と囓りかけのリンゴが残されて
いたという。近年、エリザベス女王によって名誉回復
し、イギリスの偉人の一人として讃えられるようにな
った彼の囓りかけのリンゴは、いま多くの人々のス
マホの裏に刻印され、輝いている。
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コーナー

コメント

日本一早い紅葉「初雪の黒岳」(北海道層雲峡)
大藪　雅子さん（井ノ口小学校）

紅葉と初雪が同時に見れるのは、珍しい
ようです。大変綺麗でした!

テーマは自由です。組合員のみなさまやご家族（被扶養者に限り
ません）、児童生徒さんの作品をお気軽にご応募ください。
「写真」「絵」「イラスト」「ワンショット」
「４コママンガ」

「我家のペット」

「ここで一句」
①氏名（掲載時ペンネームも可） ②所属（学校）名 ③連絡先（電話）

※ 原則として作品等はお返ししませんが、返却をご希望の場合はその旨をお書き添えください。
※ 作品を掲載させていただいた方へお贈りする図書カードにつきましては、お1人様につき、
 １年に１回限りとさせていただきます。

郵  便　〒780-0850　高知市丸ノ内1-7-52
教職員・福利課　「福利高知」係

メールまたは
郵便で

お送りください。 メール　kyosai39@kouritu.or.jp

飼い主さんの…①氏名（掲載時にペンネームも可）
②所属（学校）名　③連絡先（電話）

ペットの……… ④写真　⑤名前　⑥年齢　⑦種類　　
⑧コメント（80字以内）

①作品名（あれば）　②氏名（掲載時にペンネームも可）
③所属（学校）名　④連絡先（電話）

作品応募のご案内

和太鼓の魅力

この春より教員4年目になりました。初任の頃を

思い返すと本当に大変で、仕事を楽しむ余裕はあり

ませんでした。毎日学校に行くのに必死で、先生方

や子どもに迷惑をかけないように過ごすことに精

一杯でした。必死なのは今も変わりませんが、少し

ずつ心に余裕が出てきて、楽しみながら働くことが

できています。ここでは、少し心に余裕ができてきた

私の、幼い頃からの趣味を紹介します。皆さんにも

お勧めしたい趣味、それは「和太鼓」です。祖父が「土

佐中村一條太鼓」というチームを創設し、今は父が

指導者となり活動しています。小学生から70代のレ

ジェンドまで、約35人が所属しており、定期演奏会

や地域のイベントに向けて、平日週二日練習に励ん

でいます。ドーーーン！と響く低音や、すっきりとす

る高音を力いっぱい奏でることで、仕事の悩みやス

トレスは吹き飛んでいきます。また現在の学校では

太鼓クラブを担当させてもらっています。学校生活

では見られない真剣な表情が見られたり、異学年で

優しく教えあう姿が見られたりと、学校の子どもた

ちと叩く太鼓もこれまた楽しいです。

　私の精神安定剤である「和太鼓」の練習が続けら

れるよう、これからも仕事に励んでいきます。

四万十町立窪川小学校　池本　鼓

●次回は香美市立　山田小学校　田中　あおさんにお願いします。

g5476488
テキストボックス



令和6年11月
FUKURI KOCHI28

令和6年11月
FUKURI KOCHI 29



令和6年11月
FUKURI KOCHI28

令和6年11月
FUKURI KOCHI 29



『秋の装い』（切り紙）中平　彰勅さん（高知市立高知特別支援学校）
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ご家庭のみなさんでご覧ください

編集発行／公立学校共済組合 高知支部・（一財）高知県教職員 互助会・高知県教育委員会 教職員・福利課
〒780-0850　高知市丸ノ内1丁目7-52　TEL.088-821-4755　 https://www.kouritu.or.jp/kochi/ 公立学校共済高知支部 検索

（一財）高知県教職員互助会 検索https://kokyogo.jp/

令和６年度末に退職予定のみなさまへ
退職時に行う年金の手続きについて（一般組合員のみ）
令和6年度末退職予定者の年金の手続きについて（一般組合員のみ）
被扶養者の認定種別確認及び資格確認（検認）を終えて
被扶養者の認定要件について
現行の健康保険証の発行が終了します！
令和７年度から人間ドックを見直します！
特定保健指導の対象となった方へ／健康情報冊子「QUPiO Plus（クピオプラス）」について
芸術鑑賞補助事業のご案内
貸付事業のご案内
ジェネリック医薬品を使ってみませんか？
交通事故などにあった場合は共済組合へご連絡を！／「医療費のお知らせ」の交付申請について
互助会の給付請求書・届出書類等の取り扱いが変更になりました
ご請求はお済みですか？－高知県教職員互助会－
令和６年度教職員互助会の給付事業について／高知県教職員互助会のご案内
退職互助部制度のご案内／定年年齢の引き上げに伴う退職互助部制度の変更について
Hello Doctor
３歳未満養育特例制度をご存じですか
知っておきたい標準報酬制
高知会館で使える補助券のご案内
高知支部で保有する個人情報の取扱いについて
こころにサプリを39／健康相談事業
ペンリレー／投稿作品／作品募集のご案内
秋の宴会プラン／高知会館創作おせち
各月の送金日・締切日／各係の主な事業と問い合わせ先

自己負担した医療費（高額療養費・一部
負担金払戻金・家族療養費附加金）送金日

短期給付（出産費・育児休業手当金等）
送金日

短期給付（出産費・育児休業手当金等）
請求書の締切日

貸付金送金日

貸付申込み締切日

全額繰上償還申出締切日

※　通常にレセプトが到着した方の場合
27日

（9月診療分）

27日

16日

20日

25日

13日

各月の送金日・締切日等の一覧です。ご活用ください。

共 済 組 合

互　助　会

規定給付（出産祝金・結婚祝金等）の
支給予定日
※　毎月20日頃までに請求のあった分を月末に支給

医療費補助金及び家族医療費補助金の
支給予定日

27日

10日

29日
（8月診療分）

29日

18日

20日

25日

15日

29日

  8日

31日

10日

1月

28日

10日

2月

31日

10日

11月

30日

10日

主 な 事 業 問い合わせ先

公立学校共済組合高知支部 福利班
ＴＥＬ：088-821- 4755

公立学校共済組合高知支部 共済班
ＴＥＬ：088-821- 4813

高知県教職員互助会
ＴＥＬ：088-821- 4917

高知県教育委会事務局
教職員・福利課　職員厚生
ＴＥＬ：088-821- 4905

主な事業と問い合わせ先

注意！ 注意！

注意！

31日
（10月診療分） （11月診療分） （12月診療分）

31日

17日

20日

24日

15日

1月

28日

28日

17日

20日

25日

14日

2月

3月

3月

4月

4月

注意！ 注意！ 注意！

注意！ 注意！

31日

31日

17日

21日

25日

14日

11月

12月

12月

30日
（1月診療分）

30日

16日

21日

25日

15日

人間ドック等の健康管理事業、福利厚生代行事業（ベネフィット・ステーション）、
芸術鑑賞等の利用補助事業、講師派遣事業、貸付金、広報誌「福利高知」の編集・
発行

組合員証の発行、被扶養者の認定・取消、医療（高額療養費等）・休業・出産・
死亡等の各種短期給付、国民年金第３号被保険者の資格関係届出代行、年金

医療費補助金及び家族医療費補助金、結婚祝金・出産祝金・死亡弔慰金等の
各種規定給付

退職手当、教職員住宅（県）、労働安全衛生（県）

2 3

4 5

6

7

8

9

10

11

14 15

16 17

18 19

21

23

20

28

27

24

25

26

29
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22

30
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